
公益財団法人 草津市コミュニティ事業団 

環境・緑化関連機器貸出要綱 

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、草津市民が自主的に草津市内の公園、河川等公共用地の

環境整備・清掃作業等を実施するために必要な草刈機等の環境・緑化関連機

器（以下「緑化機器」という。）の貸し出しについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （緑化機器の種類および保管場所） 

第２条  この要綱により貸出を行う緑化機器の種類、規格、数量および保管場

所は、次のとおりとする。 

種 類 規格等 数量 保 管 場 所 

肩掛式草刈機 刈刃 255ｍｍ    排気量 25.4 CC ２ 

ロクハ公園 

 

草津市 

追分 7 丁目 

 11 番 2 号 

ヘッジトリマー 刈幅 500mm     〃  21.2 CC １ 

自走式芝刈機 刈幅 530mm     〃  182 CC 2 

充電式草刈機 
ナイロンカッター  

充電９０分、運転可能３０～１４０分 
１ 

耕耘機 耕耘幅 610ｍｍ     〃  88 CC １ 

軽トラック オートマティック４WD、一方開きダンプ式 １ 

             

（貸出の対象者） 

第３条  緑化機器の貸出の対象者は、原則として、次のいずれかに該当するも

のとする。 

（１）自治組織の長または役員 

（２）草津市内に所在する NPO 法人またはボランティア団体の代表者（営利

目的に使用しない者） 

（３）その他環境美化活動を目的とした個人で、(公財)草津市コミュニティ事

業団理事長（以下「理事長」という。）が必要と認めたもの 

 

 

（機器の使用について） 

第４条  機器を使用するものは、緑化機器の使用経験があるもの、または、機

器の取り扱いについて十分な説明を受けたものでなければならない。 

（貸出日数） 



第５条 緑化機器の貸出日数は、貸出日の翌日から起算して７日以内とする。 

２ 前項の貸出日数は、理事長が必要と認めたときはこれを変更することがで

きる。 

３ 軽トラックの貸出は、当日のみとする。 

 （貸出日時および返却日時） 

第６条  貸出日および返却日は、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日ま

で）および毎週月曜日（月曜が祝日の場合は、その翌日）を除く日とし、貸

出時間および返却時間は、午前９時３０分から午後４時３０分までとする。

ただし、理事長が必要と認めたときはこれを変更することができる。 

 （貸出の申請） 

第７条  貸出を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、緑化関連機

器貸出申請書（別記様式第１号）を理事長に提出し、その適否の決定を受け

なければならない。 

２ 前項の申請は、貸出日の３ヶ月前から７日前までの期間に行わなければな

らない。ただし、理事長が必要と認めたときはこれを変更することができる。 

 （貸出の決定） 

第８条 理事長は、前条の申請があったときは、速やかに貸出の適否について

決定し、緑化関連機器貸出決定（却下）通知書（別記様式第２号）により申

請者に通知するものとする。 

 （貸出の方法） 

第９条 前条の規定により貸出の決定を受けた申請者は、緑化関連機器貸出決

定（却下）通知書により指定された期日および場所において、当該緑化関連

機器貸出決定（却下）通知書を提示して貸出を受けるものとする。 

 （貸出物品の管理） 

第１０条 前条の規定により貸出を受けた申請者は、当該貸出を受けた物品の

全部または一部を破損および滅失したときは、直ちに理事長にその状況を報

告し、必要な指示を受けなければならない。 

２ 前条の規定により貸出を受けた申請者は、物品をその目的に反し使用し、

譲渡、交換若しくは貸与し、または担保に供してはならない。 

 （貸出の取消） 

第１１条 次の各号に該当すると認めたときは、緑化機器の貸出中であっても

貸出決定を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用を停止させること

ができる。 

（１）公の秩序または善良な風俗を乱したとき。 

（２）使用の目的または条件に違反したとき。 

（３）緑化機器の全部または一部を破損および滅失したとき。 

（４）緑化機器を目的に反し使用し、譲渡、交換若しくは貸与し、または担



保に供したとき。 

（５）緑化機器を使用し、事業として請負等を行ったとき。 

（６）緑化機器を使用し、発生した刈草等を違法に投棄したとき。 

  ２ 前項の規定により申請者が使用の承認を取り消され、または使用を制    

限されたことにより生じた申請者の損害については、理事長は、その責

めを負わない。 

 （刈草等の処分） 

第１２条 刈草等の処分については、原則申請者が処分するものとするが、刈

草処分依頼書により草津市公園事務所（ロクハ公園内）にその処分を依頼す

ることができる。（実施予定日の１月前までに依頼書提出のこと。） 

 （費用負担） 

第１３条 貸出緑化機器の使用に関する費用は、申請者の負担とする。 

   ① 燃料（軽トラック貸出時のガソリン代） 

 （事故等の報告） 

第１４条 申請者は、貸出緑化機器の使用において事故が生じたときは、直ち

にその事故の内容を理事長に届け出なければならない。 

 （修繕等） 

第１５条 緑化機器の使用に伴う破損については、全て申請者の責任において

原状回復をすること。 

 （損害賠償） 

第１６条 申請者は、緑化機器の全部または一部を破損し、または滅失したと

きには、理事長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならな

い。 

 （傷害の補償等） 

第１７条 申請者もしくは使用者が活動中に被った傷害や損害に対する賠償責

任は、申請者がすべて責任を負うものとする。また、第三者に対する賠償責

任についても同様とする。 

 

  付 則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成 27 年７月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成 2８年１０月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成 2９年４月１日から施行する。 

付 則 



 この要綱は、令和元年５月１４日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別記様式第１号（第７条関係） 

環 境 ・ 緑 化 関 連 機 器 貸 出 申 請 書 

令和  年  月  日 

公益財団法人草津市コミュニティ事業団 

理  事  長   善 利  健 次 様 

  

             ［申 請 者］ 

住 所              

団 体 名                

代 表 者 名            印  

電 話               

 

事業団の緑化機器貸出要綱に基づき、以下の事項を遵守することを誓約し申請します。 

１.使用期間中は、道路交通法並びに緑化機器使用にあたっての注意事項を遵守します。 

 ２.本人もしくは第三者が損害を受けた場合、その費用等はすべて申請者の負担とします。 

 3.その他事故等に際し、事業団に一切の迷惑および損害をかけません。 

 

貸出希望機器の名称 
 

 

貸 出 希 望 の 理 由 
□ 公共用地の整備のため 

□ その他（          ） 

貸出機器の使用場所 
□ 公園（          ） 

□ 道路 □ 河川□ その他（          ） 

貸 出 希 望 の 期 間 
令和  年  月  日（ ）  時  分 から 

令和  年  月  日（ ）  時  分 まで 

貸出機器の使用日時 
令和  年  月  日（ ） 

  時  分から  時  分まで 

貸出機器の使用人数 人 

事業団記入欄 

貸出時 担当職員   印 借り受け時に、異常がなかったことを確認いたしました。（サイン）   

返却時 担当職員   印 □ 異常なし □ 異常あり（         ） 

 

所 長 副所長 受 付 

   

 



別記様式第２号（第８条関係） 

 

環境・緑化関連機器貸出決定（却下）通知書 

 

令和  年  月  日 

               様 

 

公益財団法人草津市コミュニティ事業団 

理  事  長  善 利  健 次 

 

 令和  年  月  日付けで申請のありました緑化関連機器の貸出につい

て、下記のとおり決定（却下）しましたので、公益財団法人草津市コミュニテ

ィ事業団緑化関連機器貸出要綱第７条の規定により通知します。 

 

□ 貸出を決定します。 

貸出機器名  

貸 出 期 間 
令和  年  月  日（ ）から 

令和  年  月  日（ ）まで 

貸 出 場 所  草津市追分７丁目１１番２号（ロクハ公園内） 

返 却 場 所  草津市追分７丁目１１番２号（ロクハ公園内） 

注 意 事 項 

 １ 貸出期間中に貸出機器により生じた事故については、申請

者において一切の責任を負うものとする。 

 ２ 貸出期間中の不注意または、故意により貸出機器に故障・

破損および紛失した場合は、申請者において弁償するものと

する。 

 ３ 貸出機器の転貸および目的外に使用してはならない。 

 ４ 貸出機器の燃料は、使用者の負担とする。 

 ※ 軽トラックの貸出については、貸出当日の返却とします。 

  （2 日以上の連続使用の場合も、日毎の返却とします。） 

□ 貸出を却下します。 

却 下 理 由 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★ 草刈り機の安全な使い方  ★ 

 まずは作業箇所にスズメバチの巣やド

クガ・イラガ等がいないか確認してくださ

い。石や針金があれば作業前に取り除

いておきましょう。（当たると刃先が折れ

て飛んできます！） 

 雨の日や風の強い日の作業は避けてく

ださい。 

 長袖、長ズボン、帽子、手袋、防護面を

着用してください。（靴は滑りにくいもの

がいいです） 

 エンジンを始動するときは、周囲に人や

刃の周りに物がないことを確認します。 

 まず足場を確認します。しっかりと草刈

り機を腰につけ、腰を中心に除草をして

いきます。腕で草刈り機を動かすと正確

に作業ができないだけでなく大変疲れ

てしまいます。  

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 効率よく雑草を刈るには「刈刃の上２/

３」の範囲を使います。刃は左回転しま

すから、右から左へと草を刈りましょう。 

 地面に刃が刺さると石をはねたりして危

険です。２～３ｃｍ離して除草します。 

 のり面（坂になっているところ）は大変危

険です。「下側に立って足場を確保」し、

上の方から除草していきます。切ってす

ぐの草は滑りやすいので踏まないよう

に、こまめに集めておきます。上側から

作業をすると滑って転倒したりして危険

です。（刃は回ってます！） 

 １日の作業時間は無理しないで２時間

以内とし、時々休憩するなど疲労が残ら

ないようにしましょう。 

 刃に草が巻きついたときは必ずエンジ

ンを止めて取り除きます。エンジンをか

けたままだと草が外れた時に急に刃が

回りだし危険です。これで指を切る事故

が多いようです。 



 

 

 草刈り機から異常な音や振動がでてき

たら作業を中止してください。  

  

 

 
 

作業者から１５ｍ以内は危険区域

です！  

作業者に近づくときは、遠くから声をか

けてエンジン・刃が停止したのを確認し

て近づいてください。後ろから急に声を

かけないようにしてください。そのまま振

り返ると草刈り機の刃も回転したままこ

ちらを向きます！！！ 
  

 

 


